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特別委員会の設置について 

 

 

 

 

このことについて、石垣市議会会議規則第 14条第 1項の規定により提出いたします。 
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 〃  我喜屋 隆 次 

 〃  箕 底 用 一 

 〃  大 濱 明 彦 

 〃  石 垣 達 也 

〃  内 原 英 聡 

 

 

 

 

 

石垣市議会 

議長 平 良 秀 之  殿 

 

 

理 由 

 議会基本条例や議会ＩＣＴ化など、議会改革について調査研究を行うため。 

 



特別委員会の設置について 

 

 

１．特別委員会の名称 

議会改革特別委員会 

 

 

２．特別委員会の任務 

   議会基本条例、議会ＩＣＴ化などの議会改革について調査研究する。 

 

 

３．調査権限 

本議会は、上記２．に掲げる事項の調査を行わせるため、地方自治法 

第９８条第１項の権限を上記特別委員会に委任する。 

 

 

４．期間 

調査終了まで。 

なお、地方自治法第１０９条第８項の規定により、閉会中も調査することとす

る。 

 

 

５．特別委員会の人数 

本特別委員会委員の数は６人とする。 

 

 

 

 

 

 


